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宮
城
県
の
金
属
機
械
産
業
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
自
動
調
節
弁
等
バ
ル
ブ
工
業
の
中
で
一
定
の
役
割
を

も
つ
て
い
る
仙
台
市
の
本
山
製
作
所
は
、
去
る
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
日
「
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
」
の
ガ
ー

ド
マ
ン
を
導
入
し
十
数
名
の
負
傷
者
を
発
生
さ
せ
て
以
来
、
今
日
ま
で
お
よ
そ
延
べ
七
百
五
十
名
に
の
ぼ
る
重
軽

傷
者
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
現
地
視
察
中
の
社
会
党
県
会
議
員
に
対
す
る
全
治
二
か
月
の
暴
行
も
含

ま
れ
て
い
る
。 

本
山
製
作
所
は
こ
う
し
た
暴
力
ガ
ー
ド
マ
ン
、
会
社
職
制
ら
の
暴
力
行
為
、
差
別
行
為
、
組
合
員
切
崩
し
な
ど

の
不
当
労
働
行
為
、
賃
金
不
払
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
違
法
行
為
を
続
け
、
労
働
組
合
（
全
国
金
属
労
組
本
山
製

作
所
支
部
）
の
壊
滅
と
労
働
者
の
基
本
的
権
利
の
侵
害
は
く
奪
を
進
め
て
い
る
。
重
大
な
こ
と
は
こ
れ
ら
暴
力
を

中
心
と
し
た
不
当
労
働
行
為
、
不
法
行
為
が
司
法
機
関
、
行
政
機
関
等
の
決
定
、
命
令
、
行
政
指
導
を
全
く
無
視
、 

 
本
山
製
作
所
の
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

拒
否
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昨
年
五
月
二
十
九
日
前
記
暴
力
ガ
ー
ド
マ
ン
が
導
入
さ
れ

た
直
後
に
仙
台
地
方
裁
判
所
は
、
会
社
職
制
な
ら
び
に
ガ
ー
ド
マ
ン
等
に
よ
る
「
組
合
活
動
の
妨
害
排
除
」
の
仮
処

分
決
定
を
下
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
暴
力
で
組
合
活
動
を
封
殺
し
、
組
合
員
の
中
に
多
数
の
負
傷
者

を
発
生
さ
せ
て
い
る
。 

宮
城
県
地
方
労
働
委
員
会
が
昨
年
六
月
、
七
月
、
八
月
と
三
度
に
わ
た
り
行
つ
た
「
ガ
ー
ド
マ
ン
退
去
」
勧
告
を

公
然
と
拒
否
し
、
更
に
、
こ
の
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
な
ど
を
取
締
り
目
標
と
し
て
制
定
さ
れ
た
「
警
備
業
法
」

の
施
行
（
十
一
月
一
日
）
の
直
前
、
十
月
二
十
三
日
に
前
記
ガ
ー
ド
マ
ン
を
本
山
製
作
所
の
社
員
に
デ
ッ
チ
あ
げ

「
警
備
課
」
を
設
置
し
、
一
層
公
然
た
る
暴
力
行
為
を
拡
大
す
る
と
い
う
脱
法
、
違
法
行
為
を
行
つ
て
い
る
。
既

に
ふ
れ
た
社
会
党
県
会
議
員
に
対
す
る
集
団
暴
行
（
昨
年
十
二
月
十
二
日
）
の
あ
と
、
世
論
の
批
難
に
対
し
本
山
製

作
所
は
違
法
な
先
制
的
・
攻
撃
的
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
を
行
い
、
今
年
七
月
二
十
六
日
以
降
は
前
記
組
合
員
を
金
網
と

さ
く
で
特
別
に
囲
つ
た
強
制
収
容
所
と
も
申
す
べ
き
と
こ
ろ
で
暴
力
ガ
ー
ド
マ
ン
の
監
視
の
下
で
就
労
さ
せ
よ 

四 

 



 

以
上
の
ご
と
く
今
や
全
国
金
属
労
組
本
山
製
作
所
支
部
に
対
す
る
会
社
の
暴
力
管
理
を
中
心
と
す
る
不
法
行 

為
は
大
き
な
社
会
的
問
題
と
な
つ
て
お
り
、
全
国
の
労
働
者
が
早
急
な
る
解
決
を
求
め
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
本

山
製
作
所
に
対
す
る
怒
り
と
抗
議
の
声
は
日
々
拡
大
し
、
全
国
労
働
者
の
声
と
な
つ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
か

ら
、
早
急
な
解
決
を
求
め
る
た
め
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

今
年
四
月
十
六
日
付
で
宮
城
県
地
方
労
働
委
員
会
は
、
ガ
ー
ド
マ
ン
の
存
在
自
体
が
不
当
労
働
行
為
だ
と
し
て

撤
去
命
令
を
下
し
た
が
会
社
は
こ
れ
も
拒
否
、
更
に
中
央
労
働
委
員
会
の
初
審
命
令
履
行
勧
告
を
も
無
視
し
て
今

日
に
至
つ
て
い
る
。
本
山
製
作
所
の
こ
れ
ら
不
当
労
働
行
為
、
不
法
行
為
は
重
大
な
社
会
問
題
と
な
つ
て
お
り
緊

急
に
そ
の
対
策
と
実
効
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
不
当
労
働
行
為
と
団
結
権
、
争
議
権
の
侵
害
、

経
営
者
の
社
会
的
責
任
の
放
棄
、
反
社
会
的
行
為
に
対
し
て
厳
し
く
糾
弾
と
是
正
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

う
と
し
て
い
る
。 

一 

本
山
製
作
所
の
ガ
ー
ド
マ
ン
の
「
社
員
化
」
と
そ
の
後
引
続
き
行
つ
て
い
る
各
社
間
の
ガ
ー
ド
マ
ン
の
移
動
等 

五 

 



 

三 

全
国
金
属
労
組
本
山
製
作
所
支
部
の
組
合
員
等
は
、
今
年
三
月
違
法
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
中
の
賃
金
支
払
、
ガ
ー

ド
マ
ン
等
の
暴
行
に
関
し
職
制
に
対
し
て
抗
議
を
行
つ
た
り
、
負
傷
の
治
療
に
い
つ
た
こ
と
に
対
し
て
不
当
に

賃
金
を
カ
ッ
ト
さ
れ
た
こ
と
等
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法
第
百
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
申
告
を
行
つ
た
。
こ
れ 

二 

地
方
労
働
委
員
会
の
命
令
は
、
労
働
組
合
法
第
二
十
七
条
第
五
項
に
よ
り
、
使
用
者
が
中
央
労
働
委
員
会
に

再
審
査
申
立
を
行
つ
て
も
そ
の
効
力
が
停
止
し
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
が
、
本
山
製
作
所
が
行
つ
て
い
る

現
実
に
照
ら
し
て
地
方
労
働
委
員
会
命
令
の
効
力
は
あ
る
の
か
否
か
。 

に
関
し
、
職
業
安
定
法
第
四
十
四
条
違
反
で
あ
る
と
し
て
、
今
年
三
月
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
、
同
役
員
宅
、

本
山
製
作
所
の
各
家
宅
捜
査
を
行
い
、
三
月
六
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
等
で
斎
藤
一
郎
警
察
庁
刑

事
局
保
安
部
長
は
「
で
き
る
だ
け
最
短
の
時
間
で
や
り
た
い
。
」
と
決
意
を
表
明
し
、
田
中
法
務
大
臣
も
「
最
善
を

尽
し
善
処
す
る
。
」
と
約
束
し
た
が
、
そ
の
後
具
体
的
な
報
告
が
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
捜
査
が
進
め
ら
れ
て

い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

四 

本
山
製
作
所
は
、
仙
台
地
方
裁
判
所
、
宮
城
県
地
方
労
働
委
員
会
、
仙
台
労
働
基
準
監
督
署
等
か
ら
数
多
く

の
違
法
行
為
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
年
九
月
十
八
日
の
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
加
藤
労
働
大
臣 

ら
は
明
白
に
同
法
第
二
十
四
条
違
反
だ
か
ら
で
あ
る
。 

仙
台
労
働
基
準
監
督
署
は
三
月
二
十
三
日
文
書
に
よ
り
、
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
が
違
法
か
否
か
の
判
断
は
で
き
な

い
が
違
法
判
定
が
で
れ
ば
請
求
権
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
三
月
二
十
七
日
の
調
査
で
ガ
ー
ド
マ
ン
の
存
在
の
不

当
性
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
前
記
賃
金
カ
ッ
ト
は
違
法
で
あ
り
、
請
求
権
が
発
生
す
る
と
答
弁
し
て
い
る
。
四
月

十
六
日
付
宮
城
県
地
方
労
働
委
員
会
の
ガ
ー
ド
マ
ン
撤
去
命
令
、
十
月
十
三
日
仙
台
地
方
裁
判
所
の
違
法
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
期
間
中
の
賃
金
支
払
の
仮
処
分
決
定
な
ど
で
明
確
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
会
社
は
前
述
の
ご

と
く
「
金
網
、
別
棟
就
労
」
で
こ
た
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
法
第
百
四
条
に
基
づ
き
申
立
て
た
こ
と
、
そ
れ
を

理
由
に
別
棟
金
網
内
就
労
を
会
社
が
組
合
に
通
告
し
た
こ
と
は
、
労
働
者
の
差
別
で
あ
り
、
同
法
第
百
四
条
第

二
項
、
同
法
第
三
条
に
明
白
に
違
反
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

七 

 



 

五 

本
山
製
作
所
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
衆
議
院
、
参
議
院
の
各
予
算
委
員
会
、
法
務
委
員
会
、
社
会
労
働

委
員
会
、
地
方
行
政
委
員
会
等
に
お
い
て
再
三
、
再
四
、
本
山
製
作
所
の
不
当
性
を
追
求
さ
れ
、
労
働
省
は
具

体
的
な
対
策
を
行
う
と
答
弁
を
繰
返
し
行
つ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
対
策
を
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

警
察
当
局
が
労
働
争
議
に
介
入
し
な
い
の
は
原
則
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
本
争
議
に
警
察
が
介
入
し
、
会
社

構
内
に
入
り
、
違
法
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
に
対
し
就
労
要
求
行
動
を
行
つ
て
い
る
組
合
員
に
威
圧
を
加
え
、
実
力
で

妨
害
し
た
こ
と
は
十
月
十
三
日
の
仙
台
地
方
裁
判
所
決
定
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
明
白
な
る
過
剰
警
備
で
あ
り
、

労
使
争
議
に
対
す
る
介
入
、
し
か
も
企
業
側
に
た
つ
た
介
入
と
判
断
で
き
る
が
、
政
府
の
明
確
な
る
見
解
を
求

め
た
い
。 

は
、
労
働
基
準
法
違
反
、
不
当
労
働
行
為
等
を
行
つ
た
者
に
対
し
て
、
公
共
事
業
の
発
注
禁
止
、
指
名
取
消
、

金
融
、
税
制
等
の
問
題
で
速
や
か
に
対
処
す
る
旨
答
弁
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
含
め
本
争
議

を
解
決
す
る
の
か
否
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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九 

右
質
問
す
る
。 


